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本
法
律
案
は
、
大
都
市
圏
に
お
け
る
都
市
鉄
道
等
の
利
用
者
の
利
便
を
増
進
す
る
た
め
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
都
市
鉄
道
利
便
増
進
事
業
と
は
、
既
存
の
都
市
鉄
道
施
設
を
有
効
活
用
し
つ
つ
行
う
都
市
鉄
道
施
設
の
整
備
及
び
営
業
に

よ
り
目
的
地
に
到
達
す
る
ま
で
に
要
す
る
時
間
の
短
縮
を
図
る
速
達
性
向
上
事
業
、
及
び
既
存
の
駅
施
設
を
有
効
活
用
し
つ

つ
行
う
駅
施
設
の
整
備
及
び
営
業
に
よ
り
駅
施
設
の
利
用
の
円
滑
化
を
図
る
駅
施
設
利
用
円
滑
化
事
業
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ

も
、
当
該
営
業
を
行
う
者
が
当
該
施
設
の
使
用
料
を
当
該
整
備
を
行
う
者
に
支
払
う
も
の
を
い
う
。

二
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
都
市
鉄
道
等
の
利
用
者
の
利
便
の
増
進
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
の
基
本
的
な
方
針

を
定
め
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

三
、
都
市
鉄
道
施
設
の
整
備
主
体
及
び
営
業
主
体
が
協
議
に
よ
り
作
成
し
た
速
達
性
向
上
計
画
、
又
は
都
道
府
県
が
組
織
し
た

駅
施
設
の
整
備
主
体
及
び
営
業
主
体
等
を
構
成
員
と
す
る
協
議
会
が
作
成
し
た
交
通
結
節
機
能
高
度
化
計
画
に
つ
い
て
、
国

土
交
通
大
臣
が
基
本
方
針
に
基
づ
き
認
定
す
る
制
度
を
創
設
す
る
。
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四
、
速
達
性
向
上
計
画
又
は
交
通
結
節
機
能
高
度
化
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
、
都
市
鉄
道
施
設
又
は
駅
施
設
の
整
備
主
体
及

び
営
業
主
体
の
協
議
が
不
調
の
場
合
、
申
請
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
大
臣
は
裁
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
当
該
計
画
の
認
定
を
受
け
た
者
が
当
該
事
業
を
実
施
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
命
令

等
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

五
、
事
業
実
施
の
促
進
の
た
め
、
三
の
認
定
を
、
鉄
道
事
業
の
許
可
と
み
な
す
等
の
特
例
、
手
続
の
簡
素
化
、
当
該
計
画
に
係

る
都
市
計
画
の
実
施
を
担
保
す
る
た
め
の
特
例
等
の
措
置
を
設
け
る
。

六
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


